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日本メディカルコミュニケーション学会  

発足の経緯と第 1回シンポジウム  
 

Inauguration of the Japanese Association of Medical Communication and the fist symposium 
 

中山健夫 1)、藤崎和彦 2)、原木万紀子 3)、榊原圭子 4)、岩隈美穂 5)、 木内貴弘 6)  

 
Takeo Nakayama1), Kazuhiko Fujisaki2), Makiko Haragi3), Keiko Sakakibara4),  

Miho Iwakuma 5) 、Takahiro Kiuchi 6) 
 
1) 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻健康情報学分野 
2) 岐阜大学 医学教育開発研究センター 
3) 埼玉県立大学 健康開発学科 健康行動科学専攻 
4) 東洋大学社会学部 社会心理学科 
5) 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻医学コミュニケーション学分野 
6) 東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻医療コミュニケーション学分野 
1) Department of Health Informatics, School of Public Health, Kyoto University Graduate School of Medicine 
2) Medical Education Development Center, Gifu University 
3) School of Health and Social Services, Department of Health Sciences (Behavioral Sciences), Saitama 
Prefectural University  
4) Department of Social Psychology, Faculty of Sociology, Toyo University 
5) Department of Health Communication, School of Public Health, the University of Tokyo 
 

Abstract 
The Japanese Society of Medical Communication was established to follow the Japanese Society for Health Literacy 
as one of the new academic societies under the Japanese Society of Health Communication. In the broad sense of 
health communication, medical communication is communication among medical professionals, especially regarding 
health care. The main targets are research communication at academic conferences and meetings, dissemination of 
medical knowledge, public relations activities for doctors and other medical professionals, and communications about 
the approval and application of drugs and medical devices. In FY2021, the society held a symposium “Medical 
Communication: From Several Perspectives” at Health Communication Week 2021 in Hiroshima. The newly 
established Japanese Society of Medical Communication promoted its activities in cooperation with the Japan Society 
of Health Communication and other related academic societies, with the aim of expanding perspectives and deepening 
insights into communications related to health and health care. 

 

要旨 

日本ヘルスコミュニケーション学会を起点とした関連領域の新たな学会として、日本ヘルスリテラシー学会に続いて日

本メディカルコミュニケーション学会が発足した。 メディカルコミュニケーションは、広い意味でのヘルスコミュニケ

ーションの中で、特に医学や医療に関する医学・医療関係者相互のコミュニケーションを想定し、主な対象として学会、

学術集会における研究コミュニケーション、医師等の医療関係者を対象とする医学知識の普及・広報活動、医薬品・医 療

機器の承認・申請等のコミュニケーションなどを課題とする。 2021年度は Health Communication Week 2021, Hiroshima

において、本学会主催シンポジウム「メディカルコミュニケーション-いくつかの視点から-」を開催した。 

新たに発足した日本メディカルコミュニケーション学会が、日本ヘルスコミュニケーション学会はじめ関連学会と連携

し、健康や医療に関わる「コミュニケーション」の展望を拡大し、洞察を深化させていくことを目指して活動を進めたい。 

 

 

キーワード：メディカルコミュニケーション、学術研究コミュニケーション、医療者間のコミュニケーション 

Keywords:  medical communication, communication of academic research, communication among health care professionals 
 
1. 序文 2009 年に研究会として発足した日本ヘルスコミュニ
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ケーション学会は、コミュニケーション領域の細分化・

専門分化に合わせて、2019 年以降、新たな関連学会の発

足と全体の機構化に取り組んだ。その関連学会の一つと

して日本ヘルスリテラシー学会に続いて発足した日本メ

ディカルコミュニケーション学会に関しては、次の方針

が決定された。 
「メディカルコミュニケーションは、医学や医療の関

する医学・医療関係者相互のコミュニケーションであり、

具体的な対象として、学会、学術集会における研究コミ

ュニケーション、医師等の医療関係者を対象とする医学

知識の普及・広報活動、医薬品・医療機器の承認・申請

等のコミュニケーションが挙げられる。」 
日本メディカルコミュニケーション学会が対象とする

領域は大きく以下の通りである。 
1) メディアコミュニケーションを主とするもの（学術

情報の流通・医療関係者への知識普及） 
・（特にコロナ以降の）オンライン学術集会 
・雑誌投稿規定 
・研究不正防止 
・臨床試験登録・症例データレポジトリ 
・診療ガイドライン 
・メディカルライティング 
・メディカルイラストレーション 
・医療者の診療行動の変容のためのコミュニケーショ

ン 
2) 対人コミュニケーションを主とするもの（医療者相

互の対人教育・研修のコミュニケーション） 
・医学研究教育機関・医療機関の組織のコミュニケー

ション 
・医療の多職種連携 
・コーチング  
・メンターリング 

 
3. 第 1 回学術集会・第 1 回シンポジウムの開催 
ヘルスコミュニケーションウィー2021～広島において

本学会の第 1 回学術集会の企画として第 1 回シンポジウ

ムを開催した（2021 年 10 月 3 日）。 
本学会が対象とする「メディカルコミュニケーション」

のイメージを関係者と共有するため、初回シンポジウム

はいずれも本学会運営委員である藤崎と中山が座長、榊

原、原木、中山がそれぞれの視点から講演を行った。 
・中山健夫（京都大学）: 公正な学術情報コミュニケーシ

ョンを考える  
・榊原圭子（東洋大学）: 医療者の well-being を支える

資源としての組織コミュニケーション 
・原木万紀子（埼玉県立大学）:メディカルコミュニケー

ションにおける視覚情報の有効活用に向けた包括的展望 
 Graphical Abstract に焦点を当てて 
  
それぞれの発表の詳細は、各演者による総説を参照さ

れたい。 
  
6. 結語 
日本メディカルコミュニケーション学会の発足の経緯

と第 1 回学会でのシンポジウムの概要を報告した。 
新たに発足した日本メディカルコミュニケーション学

会が、日本ヘルスコミュニケーション学会はじめ関連学

会と連携し、健康や医療に関わる「コミュニケーション」

の展望を広げ、洞察を深化させていくことを目指して活

動を進めたい。 

 

謝辞 

本シンポジウムの機会をいただいたヘルスコミュニケ

ーションウィーク 2021～広島～ 総大会長・第 13 回日
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浩之先生はじめ、学術集会の準備・運営に当たられた皆

様にこの場をお借りして、改めて感謝を申し上げます。 
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公正な学術情報コミュニケーションを考える 

 
 

Communications of Academic Information and Research Integrity  
 

中山健夫 
 

Takeo Nakayama 
 

京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻健康情報学分野 
 

Department of Health Informatics, School of Public Health,  
Kyoto University Graduate School of Medicine 

 
 

Abstract 
In 2014, the STAP (stimulus-triggered acquisition of pluripotency) cell scandal in the life science field and the fraud 
surrounding Novartis’s valsartan antihypertensive drug (Diovan) in the clinical research field became social issues 
in Japan. These two instances of scientific misconduct led to a major review of research and researcher training in 
Japan. Scientific misconduct is defined as “the fabrication, falsification, or plagiarism of data or research results 
presented in published research results,” and includes intentional misconduct or gross neglect of the basic duty of 
care that researchers should have in submitting their papers. Fraud is not limited to intentional acts, but also 
includes those caused by the lack of necessary knowledge or duty of care. Fraud presents a severe challenge, beginning 
with the nature of scientific research and continuing with the questioning of “people” who conduct research by 
“organizations,” “society,” and “the nation.” However, researchers should aim to produce research with high 
aspirations, not simply fraud-free research. The integrity of researchers is critical to the promotion of research and 
prevention of potential fraud; it is ensured by adhering to research community and organization norms, and by being 
conscious of the original meaning of research. 

 

要旨 

2014 年、日本では生命科学領域における STAP 細胞、臨床研究領域における降圧薬ディオバンをめぐる不正が社会問題

化し、科学・医学研究と研究者の育成は大きな見直しを迫られることとなった。不正行為は「故意又は研究者としてわき

まえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査

結果等の捏造（ねつぞう）、改ざん及び盗用である」とされている。不正行為は故意のものに限定されず、必要な知識や

注意義務の不足で生じたものも含まれる。研究の公正・不正は社会の耳目を騒がす一時の話題ではなく、科学と研究の在

り方に始まり、研究を行う「人」が問われ、「組織」が問われ、「社会」が問われ、「国」が問われていく厳しい課題であ

る。一方で、本来研究者が目指すべきものは「不正の無い研究」ではなく、「志の高い研究」であろう。研究本来の意味

への積極的な視点と共に、研究者の自覚と研究者コミュニティの規範、組織の規則の順守により、研究を推進し、潜在的

に生じ得るリスクを持つ不正をどのように防止していくか、私たち日本の研究者の integrity が問われている。 

 
 

キーワード：研究公正、研究不正、行動規範、出版倫理 

Keywords:  research integrity, scientific misconduct, code of conduct, publication ethics  
 
1. 序文 
人間を対象とした研究の倫理に関しては、国内におい

ても 2000 年前後から研究参加者の保護、個人情報の扱

い、インフォームドコンセント、倫理審査などの課題に

ついて関係者の認識が広まり、倫理指針の策定や倫理審

査委員会の体制の整備など、研究者の意識の変化も着実

に進んできた。その一方、もう一つの研究倫理と言える

研究公正（research integrity）、そして研究上の不正行為

（scientific misconduct）への対応という極めて重要で、決

して稀ではない問題は、多くの研究者が我が事としての

十分な認識に至っていなかった。公的な研究費の不正利

用という限られた課題では一定の関心が寄せられ、2010
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年前後からは利益相反のマネジメントという喫緊の問題

から日本医学会をはじめ各学会でルール作りと製薬企業

との関係の見直しが進んだが、それに比して、研究公正

の全体的な議論の深まり、関係者間での共有、教育への

反映は数段の遅れがあったと言える。 
日本学術会議は「声明 科学者の行動規範」（2013（平

成 25）年改訂）1)において、「科学者の基本的責任」とし

て、「科学者は自ら生み出す専門知識や技術の質を担保す

る責任を有し、さらに自らの専門知識、技術、経験を活

かして、人類の健康と福祉、社会の安全と安寧、そして

地球環境の持続性に貢献するという責任を有する」と明

記している。同時に「科学者の姿勢」は、「科学者は常に

正直、誠実に判断、行動し、自らの専門知識・能力・技

芸の維持向上に努め、科学研究によって生み出される知

の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払う」も

のと述べている。 
しかし日本学術会議の声明の翌年である 2014 年、生命

科学領域における STAP 細胞、臨床研究領域における降

圧薬ディオバンをめぐる不正の社会問題化によって、日

本の科学・医学研究と研究者の育成は大きな見直しを迫

られることとなった。これらの問題を受けて、2015 年 4
月に施行された文部科学省・厚生労働省の「人を対象と

する医学系研究に関する倫理指針」2)は研究結果の事後

的な検証を可能とするために、それまでの「研究終了後

のデータ」の扱いを「廃棄」から「保管」へと大きく方

針を変更し、研究費の申請に当たっては研究不正問題も

含めた研究倫理に関する講習の受講が必須とされるよう

になった。 
 
2. 不正行為の種類 

研究活動における不正行為への対応に関するガイドラ

インは、文部科学省（2014 年（平成 26）年 8 月）3)に続

き、厚生労働省 4)、日本医療研究開発機構（AMED）5)
が策定している。そこで不正行為は「故意又は研究者と

してわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったこ

とによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示さ

れたデータや調査結果等の捏造（ねつぞう）、改ざん及び

盗用である」とされている。不正行為は故意のものに限

定されず、必要な知識や注意義務の不足で生じたものも

含まれるという点はきわめて重要である。ここで挙げら

れた 3 種の不正は特定不正行為と呼ばれ、以下のように

説明されている。 
(1)捏造（fabrication）・・・存在しないデータ、研究結

果等を作成すること。  
(2)改ざん（falsification）・・・研究資料・機器・過程を

変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られ

た結果等を真正でないものに加工すること。  
(3)盗用（plagiarism）・・・他の研究者のアイディア、分

析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当

該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。 
英語では頭文字から”FFP“と呼称されているのに倣い、

白楽ロックビルは日本語の略称として「ネカト」を提案

している６）。 
国内の各ガイドラインの対象は特定不正行為であるが、

文部科学省ガイドライン 3)では不適切なオーサーシップ

の在り方、二重投稿の禁止を指摘し、各研究機関及び各

学会が刊行する学術誌の投稿規程での方針の明記を求め

ている。厚生労働省ガイドライン 4)では、「研究活動を弱

体化させる不適切・無責任な行為としては、研究データ

の管理不足による紛失、危険な研究方法の採用、不適切

なオーサーシップ、論文の分割など論文数を不適切 に増

す行為、論文・研究提案書の査読における不適切行為（意

図的な遅延、研究上の観点から逸脱した過大な要求）」を

挙げている。 
 
3. 日本人研究者による不正事例 
いわゆる STAP 細胞、ディオバン問題はメディアを通

して広く知られたが、それ以外にも不正による大規模な

論文撤回の事例は数多い。2010 年から編集者や研究者が

運営しているウェブサイト、”Retraction Watch”7) は撤回

論文が多い研究者をリストアップしている。残念である

が上位 15 名のうち 1 位をはじめ日本人の名前が 7 人も

ある 8)。日本の研究者、研究環境の何が問題なのか、真

剣に考えなければならない。本節では、このリスト中の

2 事例について述べる。 
 
事例 1： 
東京大学分子細胞生物学研究所の事例では読売新聞 9) 

が、次のように客観的事実と、その背景を報道している。・

論文 165 本のうち 33 本で不正があると認定 ・不正行

為が認定されたのは 11 人 ・懲戒事由などに相当する可

能性があるとされたのは 6 人。  
研究不正が起きた背景としては、以下の 5 点を挙げて

いる。  
・国際的に著名な学術雑誌への論文掲載を重視  
・ストーリーにあった実験結果を求める  
・実施困難なスケジュールの設定  
・学生らへの高圧的な指示や指導  
・安易に共著者に名前を連ねる慣習 
この事例は個人によるものではなく、教授以下の組織

的な行為が問題とされた。しかし、不正が起きた背景は、

多くの研究者が見て、必ずしも特殊とは感じられないの

ではないだろうか。これらを背景と考えれば、いくつか

の条件と状況が揃ってしまえば、不正を行う潜在的なリ

スクは、特別な人間だけではなく、通常の人間が同等に

持ち得るものと言える。 
  
事例 2： 
Bolland らは、ある日本人医師が 15 年間に 33 件のラン

ダム化比較試験（randomized controlled trial: RCT）を有力

国際誌に発表していることを疑問視し、この著者の論文

を系統的にレビューした結果を 2016年に Neurology誌に

発表した 10，11)。これらの多くは脳卒中、パーキンソン

病、アルツハイマー病などの高齢患者を対象に、ビタミ
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ン D、ビタミン K、ビスホスホネート製剤などによる骨

密度の改善や骨折予防効果を検討したものであった。こ

の著者のデータを用いたメタ解析の結果、治療により

78％の骨折リスク低下が認められたが、これは他の研究

者による RCT の結果に比して不自然なまでに良好なも

のであり、「少なくともその一部で不正が行われた可能性

が示唆された」と結論された。この論文は特定の研究者

の潜在的な不正を、系統的レビューで明らかにした特異

なものであり、同誌の編集者も、その影響力と統計手法

の専門性から、非常に慎重に対応したことを論説で述べ

ている（その過程で当該の著者が不正を認め、3 論文を

撤回した）12)。これらの論文は国内の骨粗鬆症の診療ガ

イドラインにも多数引用され、臨床にも直接影響を及ぼ

した点で深刻である 13) 。この検証を受けて、

Kupferschmidt は”Tide of lies”と題する Science 誌の記事

で、葛飾北斎の広く知られる富嶽三十六景で描かれた波

浪を多数の論文に見立てるイラストと共に、日本人によ

る研究不正の問題を論じた（その中で上述の日本人医師

が自ら命を断ったことが触れられている）14)。続いて

Else が Nature 誌 15)で、この当事者の問題に加え、研究

機関の調査体制の不十分さを指摘し、不正調査の過程を

見直すべきと述べた 16)。生命科学の 2 大誌から示され

た大きな疑念に対して、日本の科学、そして医学研究の

関係者が今後、どのように向き合っていくか、問いかけ

は非常に重い。 
科学の世界に限らず、人間の社会的な活動にはいずれ

も不正が発生する可能性がある。不正は犯罪心理学の研

究対象とされ、「不正のトライアングル理論」が知られて

いる 17) 。これは不正を行う動機（プレッシャー）、不正

を行う機会、不正を行うことに対する合理的理由（不正

を正当化する理由）が揃った場合に人は不正行為を行う

とする考えである。科学における不正事例の分析、研究

公正の教育にも示唆を得ることができるであろう。 
 
4. 公的機関の不正対策ガイドライン 
特定不正行為が発覚した時、その事実を明らかにし、当

事者に裁定を下すのは誰か。不正行為自体は、どれほど

社会の関心を引こうとも、それ自体は犯罪ではない。米

国では研究者の不正を専門的に調査する国の機関として

研究公正局”Office of Research Integrity（ORI）“が存在す

るが 18）、国内では関係者の自主的な調査に頼ることに

なる。 
 文部科学省のガイドライン 3)は、次のように研究活動

と成果の発表について述べている。 
研究活動…先人達が行った研究の諸業績を踏まえた上で、

観察や実験等によって知り得た事実やデータを素材とし

つつ、自分自身の省察・発想・アイディア等に基づく新

たな知見を創造し、知の体系を構築していく行為である。

その際、科学研究とは、そもそも仮説と検証の循環によ

り発展していくものであり、仮説が後に否定されるもの

であったとしても、当該仮説そのものが科学的価値を持

ち得るものであるということを忘れてはならない。 

研究成果の発表…研究活動によって得られた成果を、客

観的で検証可能なデータ・資料を提示しつつ、科学コミ

ュニティに向かって公開し、その内容について吟味・批

判を受けることである。科学研究による人類共通の知的

資産の構築が健全に行われるには、研究活動に対する研

究者の誠実さを前提とした、研究者間相互の吟味・批判

によって成り立つチェックシステムが不可欠である。研

究成果の発表は、このチェックシステムへの参入の意味

を持つものであり、多くが論文発表という形で行われ、

また、論文の書き方（データ・資料の開示、論理の展開、

結論の提示等の仕方）に一定の作法が要求されるのはそ

の表れである。 
その上で、「研究活動における不正行為とは、研究者倫理

に背馳（はいち）し、上記１及び２において、その本質

ないし本来の趣旨を歪ゆがめ、科学コミュニティの正常

な科学的コミュニケーションを妨げる行為にほかならな

い」としている。 
厚生労働省ガイドライン４）では、「不正行為に対する

関係者の責務」として、「研究の公正性を維持する一義的

な責任は研究者が負うこと、研究者が所属する研究機関

や学会等の研究者コミュニティ、配分機関等、厚生労働

省も、研究者を取り巻く環境を整備する主体として、研

究の公正性を維持する重要な役割を担うこと、したがっ

て、研究者自身の規律や研究者コミュニティの自律を基

本としながらも、研究機関が責任を持って不正行為の防

止に関わることにより、不正行為が起こりにくい環境 が
つくられるよう対応の強化を図る必要がある」としてい

る。 
研究者の立場からは日本医学会連合研究倫理委員会が、

2017 年に「提言：わが国の医学研究者倫理に関する現状

分析と信頼回復へ」を発表した 19)。ここでは「大学では

上の地位の者ほど研究倫理的素養に欠ける」 (James 
Keenan, “University Ethics”)という言葉を引き、撤回さ

れたわが国の論文にしばしば見られる特徴として、研究

規範に対する認識が最も必要とされる研究責任者にそれ

が欠けていたという点を挙げている。さらに今日の欧米

では、研究者は自身の研究の健全性だけでなく、科学研

究全体の健全性に向けた社会的責任を認識し、他の研究

者の研究の質に対して目配りすることを要求している点

に注目し、身近な専門家による相互チェックは、医療過

誤の防止対策等と同様に、研究不正の防止にとっての最

後の砦である、と述べている。 
 
5．出版倫理 
研究の成果を論文として発表することは、研究者の最も

重要なゴールの一つであることは言を俟たない。多くの

研究不正は、出版された論文の記述内容から明らかとな

ることからも、研究公正の具体的な取り組みの一つとし

て出版倫理（publication ethics）の啓発はきわめて重要と

なる。 
米国の ORI は、研究者が共有すべき価値観として、次の

４つを挙げている 18)。 
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(1) 誠実: 正直に情報を伝え、責任をもって行う 
(2) 正確:正確に知見を報告し、誤りを避けるよ

うに注意する 
(3) 効率: 資源をうまく利用し、浪費を避ける 
(4) 客観性: 事実に語らせ、誤った先入観を避け

る 
上記のうち特に 1，2，4 は出版倫理と深く関連してい

ると言える。 
 1978 年、カナダ・バンクーバーで行われた生物医学領

域の学術誌編集者の会議を機に国際医学雑誌編集者会議

（International Committee of Medical Journal Editors：ICMJE）
が誕生した。翌年に同組織が発表した「生物医学雑誌の

統一投稿規程」は、その改訂作業を経る中で論文執筆と

いう枠組みを越えた研究の倫理的課題を積極的に扱うよ

うになった 20)。同規定は現在、「医学雑誌における学術

活 動 の 実 施 、 報 告 、 編 集 と 出 版 に 関 す る 推 奨

（ Recommendation Recommendations for the Conduct, 
Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in 
Medical Journals）」として出版倫理の共通基盤となってい

る。特に研究公正で問題となることが多いオーサーシッ

プに関しては、本推奨の示す以下の 4 基準の理解が欠か

せない。 
(1)構想から計画，またはデータ取得やその分析および解

釈における相応の貢献 
(2)論文の草稿作成もしくは重要な専門的内容の批判的

校閲 
(3)出版原稿の最終承認 
(4)研究のすべての面に対して説明責任を負うことへの

同意（研究のすべての部分における正確さと公正さに関

する疑問が、適切に調べられ、解決されたことを保証で

きる） 
国内では日本医学会が、日本医学会分科会の発行する

機関誌の編集者による日本医学雑誌編集者会議

（Japanese Association of Medical Journal Editors：JAMJE）
を設置し、出版倫理の啓発を進めている。 

 
6. 結語 

研究の公正・不正は社会の耳目を騒がす一時の話題で

はなく、科学と研究の在り方に始まり、研究を行う「人」

が問われ、「組織」が問われ、「社会」が問われ、「国」が

問われていく厳しい課題である。一方で、本来研究者が

目指すべきものは「不正の無い研究」ではなく、「志の高

い研究」であろう（2015 年 3 月京都大学研究公正推進検

討委員会）。 
マネジメントの世界で広く知られている Peter Drucker

が「（人々は）無知や無能、態度の悪さや頼りなさには、

寛大たりうる。だが、「真摯さ」の欠如は許さない。」と

いう言葉を残している。原文の英語は下記の通りである。 
 
...They may forgive a person for a great deal: incompetence, 

ignorance, insecurity, or bad manners.  
But they will not forgive a lack of integrity in that person. 

 
研究本来の意味への積極的な視点と共に、研究者の自

覚と研究者コミュニティの規範、組織の規則の順守によ

り、研究を推進し、潜在的に生じ得るリスクを持つ不正

をどのように防止していくか、私たち日本の研究者の

integrity－真摯さが問われている。 
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Abstract 
The well-being of workers has a significant impact on quality of products, provided services, and customer satisfaction. 
Medical institutions are no exception to this rule. The goal of medical institutions is to provide the best possible 
medical care to patients. To realize this goal, however, medical professionals’ own well-being is essential. 
Unfortunately, various stressors in the medical field negatively affect their well-being, such as excessive workloads, 
long working hours, difficulty in dealing with patients and their families, and conflicting relationships among medical 
professionals in different areas. In addition to these regular stressors, the impact of the COVID-19 pandemic has 
been significant, with severe burnout experienced among medical professionals. Work resources such as 
organizational communication play a key role in alleviating work stressors and increasing motivation. This paper 
discusses the importance of organizational communication in the medical field, using the job demands–resources 
model, which is one of the most frequently used models in the field of occupational health psychology. 

 
 

要旨 

労働者の well-being は、提供される商品やサービスの質、さらには顧客満足度に大きな影響を与える。医療機関も例

外ではない。患者に対する最善の医療の提供が医療機関の目標であるが、その実現には医療者自身の well-being が良好

であることが必要とされる。しかし医療現場には過大な業務量、長時間労働、患者やその家族への対応の難しさ、職種

の異なる医療者間での関係性など、様々なストレッサーが存在し、それらは医療者の well-being にネガティブな影響を

与える。こうした定常のストレッサーに加え、今回の COVID-19 の感染拡大による影響は大きく、医療者のバーンアウ

ト（燃え尽き症候群）の深刻さも報告されている。仕事のストレッサーを緩和し、モチベーションを高める要因として

重要な役割を果たすのが「仕事の資源」であり、組織のコミュニケーションもその一つとして位置付けられる。本稿で

は、産業保健心理学の分野における代表的なモデルの一つである Job Demands-Resources Model（JD-R モデル）を用い、

医療現場における組織コミュニケーションの重要性について議論する。 
 

キーワード：組織コミュニケーション、ウェルビーイング、医療者、バーンアウト 

Keywords:  Organizational communication, well-being, healthcare provider, burnout  
 
1. 序文 
医療者の心理的ストレスは他の職業に従事する労働者

よりも高いことが報告されている 1,2)。ストレスの要因

は多様であり、過大な仕事負荷、仕事のプレッシャー、

長時間労働、患者や家族からの不満への対応、不十分な

教育機会、仕事の裁量の欠如、意志決定への参加度の低

さ、ソーシャルサポ―トの不足、ハラスメント、仕事と

家庭の両立葛藤、などが挙げられる 3,4)、これらはバー

ンアウト、抑うつ、不安、睡眠障害などを引き起こす 5,6)。

医療者のバーンアウトは以前より問題であったが、

COVID-19 感染拡大により、さらに深刻になっている。

COVID-19 感染拡大下における医療従事者の精神症状の

頻度を検討したメタ分析では医療者の 28%がバーンアウ

ト症状を有していることが報告されている 7)。バーンア

ウトとは、日本度では燃え尽き症候群として訳され、「仕

事に関連する疲労で，極度の疲労、認知および感情の制

御の困難，仕事に対して精神的な距離をとるという特徴

がある。これらに加え，抑うつ気分と非特異的な精神的，
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身体的不調が伴う」と定義される 8)。バーンアウトを含

め、仕事関係の well-being（職務満足、ワーカホリック、

ワークエンゲイジメントなど）の規定要因およびアウト

カムとの関係をモデル化したものが、 Job Demands-
Resources Model（以下 JD-R モデル）である 9)。これは、

Karasek (1979)による Job Demands-Control model（以下、

JD-C モデル）10)を発展させたものである。 
 

2. 労働者の well-being の研究枠組み：JD-R モデル 
職業性ストレス研究で最もよく知られた研究枠組みの

一つが JD-C モデルであり、Karasek が 1979 年に提唱し

た。JD-C モデルでは、労働者のストレスは仕事の要求度

（job demands）と裁量度(job control)によって規定される。

仕事の要求度とは、主に仕事の量的負担および時間的プ

レッシャーを指し、裁量度は仕事の進め方やスケジュー

ルを自分で決められるということを意味する。仕事の要

求度が高く、裁量度が低い場合にストレスが高い状態に

なる 10。その後、JD-C モデルには、緩衝要因として職場

のソーシャルサポートが加えられている。 
JD-C モデルはシンプルでわかりやすい反面、ごく限ら

れたストレス要因を想定しており、このモデルに当ては

まらない仕事内容もある。例えば、現代の仕事の多くを

占めるサービス業では、感情労働がストレス要因になる

が、JD-C モデルにはこれは含まれていない。また、上司

の仕事に対するフィードバックの欠如などもストレス要

因となる 11)。このように JD-C モデルでは説明が出来な

いストレス要因を含め、様々な仕事に適用できるように

枠組みを広げたのが JD-R モデルである。 
JD-R モデルでは、ストレスおよびモチベーションの規

定要因には、Job demands（以下、仕事の要求度）と Job 
resources（以下、仕事の資源）の 2 つがあるとされる。慢

性的に仕事の要求度が高い状態では、心理的、身体的な

資源が低減し、疲弊状態をもたらされ、それが労働者の

健康問題を引き起こす（health impairment process）。一方、

資源は意欲の源泉であり、高いエンゲイジメントやパフ

ォーマンスなど、労働者のモチベーションに寄与する

（motivation process）。また、資源は業務負荷によって引

き起こされる健康へのネガティブな影響を緩衝する働き

も持つ。 
図 1．JD-R モデル 
（Bakker and Demerouti, 20119 より作成） 

JD-R モデルにおける仕事の要求度には、仕事の量的負

荷や時間的プレッシャーだけでなく、要求の多い顧客と

のやりとりなどの感情労働、身体的負荷量、職場環境の

悪さなども含まれる。一方、仕事の資源には、仕事の裁

量度、業務の明確さ、学習の機会など業務に関するもの、

職場のサポート、リーダーシップ、職場風土、意思決定

プロセスへの参加など、職場の社会的関係に関するもの、

そして給与や雇用の安定、キャリア開発の機会など組織

構造に関するものがある。またパーソナリティや組織に

おける自己効力感など、個人の資源も存在する 9。この

うち職場の社会的関係の資源は、組織のコミュニケーシ

ョンに関することであると言い換えられよう。 
 
3．労働者の well-being を支える組織コミュニケーション 

組織コミュニケーションは世界保健機関（WHO）や米

国心理学会（APA）が提唱する「健康職場」においても

その重要性が指摘されている。健康職場とは、労働者の

well-being と組織の生産性が両立する職場を指す 12,13)。
米国心理学会が提唱する健康職場モデルには「健康・安

全」「ワークライフバランス」「意思決定プロセスへの参

加」「成長・能力開発」「公正な評価」という５つの構成

要素が示されており、これらを実現させるキーとなるの

が組織のコミュニケーションで、経営者と労働者の双方

向のコミュニケーションや、労働者間の水平なコミュニ

ケーションなど、あらゆる方向で展開されるものである

14)。そして健康職場は、労働者の well-being(心身の健康、

モチベーション、コミットメント、仕事への満足度、ス

トレス等)と組織の生産性（離職・欠勤、競争力、生産性、

コストの削減、製品・サービスの質、顧客満足度等）の

両者に良い影響をもたらす 12)。 
 組織コミュニケーションは、組織のメンバー間で様々

な形式やチャネルを通して行われる情報や意見のやり取

りとされ 15)、多様な概念を含む。例えば Glaser ら(1987)
は、コミュニケーションの良好な職場について、6 つの

下位概念からなる尺度、Organizational Culture Scale を開

発している16)。この尺度を踏まえてSakakibara et al(2014)
は、日本の職場にも当てはまる項目を抽出して日本語化

し、コミュニケーションの良好な職場風土を測定する尺

度として、6 つの下位概念と 20 項目から構成される参加

的組織風土尺度を作成した 17)。表 1 に参加的組織風土

尺度の下位項目および当該概念の内容を示す。 
この参加的組織風土尺度を用い、一般企業に勤務する

ホワイトカラー正社員を対象に、組織のコミュニケーシ

ョンの良好さと well-being の関連性について、JD-R モデ

ルを枠組みとして検討した。その結果、参加的組織風土

の得点の高さ、すなわち組織でのコミュニケーションの

良好さは、蓄積疲労や抑うつと負の、ワークモチベーシ

ョンとは正の有意な関連性が示され、またその関連性は

仕事の要求度や裁量度よりも大きかった。この結果より、

組織のコミュニケーションの良好さは、一般企業で働く

ホワイトカラーの well-being に重要であることが示唆さ

れた 17)。 
表 1. 参加的組織風土尺度の下位概念と内容 
（Sakakibara et al., 2014 17）より作成） 
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下位概念 当該概念の内容（項目数） 
良好なチームワーク チームメンバーが協力して問

題解決をしている（3 項目） 
組織への信頼 会社が労働者と建設的に話し

合う姿勢がある（3 項目） 
会社や仕事に関する

情報伝達 
仕事の全体像がわかるように

情報が共有されている（3 項

目） 
従業員の発言の重視 会社や労働者からの意見を吸

い上げようとしている（3 項

目） 
上司の適切なマネジ

メント 
上司は部下の話を聞き、フィー

ドバックしてくれる（4 項目） 
効果の高いミーティ

ング 
皆が議論に参加し、創造的な意

見が生み出される（4 項目） 
 
4．医療者における組織コミュニケーションと well-being
との関連性 
 次に、医療者を対象として、組織コミュニケーション

と well-being との関連性について検討した研究について

見てみる。Bronkhorst et al (2015)は、組織コミュニケーシ

ョンと医療者の精神健康との関連性を検討した研究につ

いて、システマティックレビューを行っている。それま

での多くの研究では、医療者の精神健康を規定する資源

は個人の業務レベル（裁量度、職務の明確さ、学習機会

等）に着目したものがほとんどだったが、この研究では、

職場・組織における社会的・人間関係（コミュニケーシ

ョン）の側面に着目したと述べている。コミュニケーシ

ョンに含まれる概念を、「上司のリーダーシップ・支援」、

「同僚の支援・同僚への信頼」、「組織全体のコミュニケ

ーション・意志決定プロセスへの参加」に分類し、これ

らすべてを含めた職場の社会的環境に対する認知を「組

織風土」と呼んでいる。レビュー対象は、2000 年から 2012
年に出版された英語の量的研究論文 21 本であり、その多

くが Karasek の JD-C モデルを用いていた。精神健康の指

標はバーンアウト、抑うつ、不安、心理的ストレスの 4
つである。本稿の冒頭でバーンアウトについて述べたの

で、ここでもバーンアウトに関する結果についてのみ紹

介する。上司のリーダーシップ・支援に関する論文は 18
本あり、その中でバーンアウトを有意な関連性を示した

ものが 12 本、有意でなかったものが 6 本であったと報

告している。同僚の支援・同僚への支援に関する論文は

13 本で、バーンアウトと有意な関連性があったものは 10
本、組織全体のコミュニケーション・意思決定プロセス

への参加に関する論文は 7 本と少なく、そのうちバーン

アウトと有意な関連性を示していたのは 2 本のみであっ

たと述べている。これについては、使用している変数や

測定方法が異なるため、一環した結果が得られてないと

                                                           
* 検索時のキーワードに「コミュニケーション」を用い

ると、看護師と患者とのコミュニケーションに関する論

文が 1000 件以上抽出されたため、医療者間のコミュニ

説明されている 18)。 
Dall’Ora et al(2020)は、看護師のバーンアウトの規定要

因に関する研究のシステマティックレビューを行ってい

る。対象は 1996 年から 2019 年に出版された 91 本の英

文論文で、このうちの 39 本が、職場の支援およびリーダ

ーシップとバーンアウトとの関連性を検討したものであ

った。職場の支援およびリーダーシップの具体的な内容

は、医師との人間関係（12 本）、上司・リーダーからの支

援（12 本）、リーダーシップスタイル（14 本）、チームワ

ーク・同僚による支援（15 本）であった 17)。出版年に

ついては、39 本中、1999 年以前が 3 本、2000 年から 2009
年が 11 本、2010 年から 2015 年が 11 本、2016 年から

2019 年が 14 本であった 19)。 
 医師のバーンアウトについては、DeChant et al (2018)が
組織に対する介入研究と、バーンアウト防止の効果に関

する研究のシステマティックレビューを行っている。対

象は、2007 年から 2018 年に出版された英文論文 50 本で

あり、このうちの 20 本は医師間のコミュニケーション改

善によるバーンアウト防止に関するものであった。これ

ら 20 本の論文の出版年は、2010 年から 2015 年が 5 本、

2016 年から 2018 年が 15 本であった 20)。 
 このように、欧米ではここ 20 年ほどの間に、医療者の

バーンアウトと組織のコミュニケーションの関連性が着

目され、研究が蓄積されてきた。 
日本の研究について、Cinii で「看護師」「職場風土」

（もしくは組織風土）*をキーワードに検索したところ、

58 本の論文が抽出され、そのうち看護師の well-being（ス

トレス、バーンアウト、離職意向など）との関係につい

て検討した研究は 16 本、いずれも 2004 年以降に出版さ

れたものであった。同様に「医師」「職場風土」（もしく

は組織風土）をキーワードに検索した結果、7 件が抽出

されたが、このうち医師の well-being に関するものは 0
件であった。このように、医療者を対象としたコミュニ

ケーションと well-being（特にバーンアウト）の関連につ

いて検討した研究は、日本では非常に少なく、このテー

マに関する研究の余地は極めて大きいと言えよう。 
 
5．医療者間のコミュニケーションの難しさ 
上述のように、医療者における組織コミュニケーショ

ンは、医療者自身の well-being にとって重要である。し

かし医療者間には、組織コミュニケーションを難しくす

る特有の要因が存在する。 
Tang et al (2013)は、医師と看護師との協働に関して

2002 年から 2012 年の 10 年間に出版された英文の研究論

文 17 本についてレビューを行っている。そして医師と看

護師との協働について、両者の認識の違いと、協働に影

響を与える要因について次のように報告している。 
医師と看護師とも協働の重要性は認識している。しか

ケーションを表す概念として、「組織風土」をキーワー

ドとした。 
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し医師は、看護師が指示通りに動けば協働できていると

考えているのに対し、看護師はそれだけではなく、自ら

裁量権を持ち、医療の提供について共同で意思決定をし

たいと望んでいる。また協働には相互の敬意と信頼に基

づいたコミュニケーションが必要であるが、医師が看護

師に対して怒りを表す、無礼で侮辱的な言動を取る、と

いったことがある場合、看護師は医師に対するコミュニ

ケーションがとりにくくなり、協働は一層難しくなる。  
そして、このような医師と看護師との違いの根源にある

のが、医師は看護師よりも権力がある、という伝統的な

価値観であり、それが両者のコミュニケーションを阻害

すると考察している 21)。 
日本でも同様のことが指摘されている。Morinaga et al 

(2008)は、コミュニケーションがとりやすい医師と取り

にくい医師とがあり、その違いが何から生じているのか

を明らかにするという問題意識のもと、看護師が医師へ

のコミュニケーションを躊躇する 2 つの要因を明らかに

している。一つは医師が看護師へのコミュニケーション

を進んで行わない態度、もう一つは医師の感情的な言動

である 22)。 
医療現場でのヒエラルキーの存在が、そこで働く他職

種間のコミュニケーションを難しくする大きな要因にな

っていることは、以前より指摘されてきた 23)。これを踏

まえ、医療者間のコミュニケーションを改善し、チーム

ワークを高めるための多職種連携教育が始まっている。  
多職種連携教育とは、「異なる教育背景を持つ保健関連

職種の学生・医療従事者が、健康増進・疾病予防・治療・

リハビリテーションなど業務を協調して提供できるよう

にするため、相互作用を重要目標として一定期間ともに

学ぶプロセス」24)である。そして多職種連携に必要とさ

れるコンピテンシーとして、「職種間コミュニケーション」

が開発されている。職種間コミュニケーションとは、「職

種背景が異なることに配慮し、互いに、互いについて、

互いから職種としての役割、知識、意見、価値観を伝え

合うことができる能力」である 24)。 
医療者間のコミュニケーションの改善に取り組む医療

機関は以前から見られたが、多職種連携教育として医学

教育に取り込まれるようになったことの意義はきわめて

大きい。多職種連携教育の直接的な目的は良い医療の提

供であるが、これは医療者自身の well-being にも寄与す

ることが、今後大いに期待できよう。 
 
6. 結語 

COVID-19 の拡大は、医療者の well-being に大きな影響

を与えている。国際労働機関（ILO）と WHO による医療

者を支援するための方針には、タイムリーな情報のアッ

プデートや質の高いコミュニケーションを行い、支援的

な職場環境を作ることの必要性が述べられている 25)。
日本赤十字社による COVID-19 に対応する職員のための

サポートガイドでも、職場全体での気遣い、声かけ、振

り返り、ソーシャルサポートを受けられる仕組みづくり

など、積極的にコミュニケーションを取り、支え合う環

境づくりについて具体的な方法を示している 26)。 
組織コミュニケーションは、平常時でも医療者の well-

being を支える重要な資源であることはもちろん、現時点

のような非常時においては、とりわけ重要である。今後、

医療者の well-being を支える資源としての組織コミュニ

ケーション研究のさらなる蓄積が望まれる。 
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Abstract 
We can use words in combination with visual information when communicating with readers. As a result of the 
widespread use of technology, visual information has become used widely in medical communications. An example is 
the use of graphical abstracts (GA) in international journals to condense the essential points and highlights of a 
research paper within one image. The use of GAs is trending in the medical and scientific fields and is often required 
for submission to top journals. However, most medical researchers may not be able to create visual information 
correctly or ethically. Moreover, readers also need some skills to analyze the visual information. Therefore, this paper 
provides some tips for using visual information in medical communications, focusing on the concept of visual literacy 
(VL). We propose that VL would help in medical communications, especially when visual information is used. 
 

要旨 

コミュニケーションを行う際、言葉はもちろん視覚情報を用いることはコミュニケーションには不可欠であり、医療・

医学分野においても、メディカルコミュニケーションにおける視覚情報はテクノロジーの普及も相まってその活用に注

目が集まっている。 その一事例として国際ジャーナルにおける Graphical Abstract（GAs）の使用拡大が指摘される。

投稿時に論文の要旨及び重要点を 1枚の視覚情報にまとめビジュアル化することが医療系だけでなく科学分野のトップ

ジャーナルをはじめとして求められるなど、一つのトレンドとなっている。しかし現状多くの医学・医療専門家は視覚

情報を的確に作成するスキルや法的・倫理的必要要件を認識しているとは考えにくく、また視覚情報を“読む”ため、

情報の受け手は視覚情報を分析・評価するためのスキルも求められる。今後、視覚情報を作成して情報伝達をしていく

発信者だけでなく、視覚情報を分析し評価し情報を得る受け手、両者どちらの立場に立った場合でも円滑に視覚情報を

用いたコミュニケーションが実施できるよう、本説では、Visual Literacy（VL）という概念に注目しメディカルコミュ

ニケーションにおける視覚情報の重要性とその可能性について言及する。 

 

キーワード：視覚情報、メディカルコミュニケーション、Graphical Abstracts, Visual Literacy.  

Keywords: Visual information, Medical Communication, Graphical Abstracts, Visual Literacy. 
 
 
1. 序文 
インターネットの普及により、普及以前に比べ、画像や

映像等の視覚情報を迅速に円滑に伝達できるようになっ

たことで、視覚情報を介したコミュニケーションは日常

だけでなく、様々な分野においてもその利便性が活用さ

れている。医学・医療分野においても同様の傾向が見ら

れ、様々なコミュニケーションフェーズにおいて視覚情

報を活用した情報伝達及びそれらを円滑に活用していく

ための研究等が現在行われている。 
 Medical illustration (MI） 
医学・医療分野で用いられている視覚情報の一例として、

Medical illustration (以下 MI)が挙げられる。複雑な医療情

報をイラストレーション化することで、対患者、医療従

事者間、対メディアのコミュニケーションにおいて、適

切に情報伝達を行うことを目的としたツールである。そ

の歴史は古く、写真の技術がなかった時代に、解剖学的
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な知見等を描き止めるために、用いられていたのが最初

とされている 1)。  
現代では写真等様々なデジタルツールを用いることが

可能であるが、写真をそのまま用いるのではなく、イラ

ストレーションを用いることは様々な利点がある。例え

ば、レントゲンや CT 等の画像は、それを専門に読解す

るための知識が必要であり、医学・医療に関連するすべ

ての人々が等しく“読む”ことが困難である。そのよう

な情報に対し、誰に対して何を伝えるのかを整理した上

で、必要な情報に焦点を当てて描写することで、専門的

な知識を持たなくとも、イラストレーションに含まれる

情報を認識させることを可能にするツールがMIである。

MI に対する研究も行われており、どの様な情報に対して、

どういった描写（写実的か模式的か等）が適しているの

かを、がん情報 2)（自分の論文）や、健康教育教材 3)（自

分の論文）に応用した取り組みなども行われており、科

学的な知見の蓄積も進んでいる。 
 MI はただ描けば良いというものでもなく、作成にあた

り描くための技量だけでなく、医学・医療分野の基本的

な知識を習得することも求められる。米国の Johns 
Hopkins 大学をはじめ、欧米諸国では、MI の専門家、メ

ディカル・イラストレーターを育成するための修士課程

が存在する 4) など、職業としても確立しており、医学・

医療分野における代表的な視覚情報ツールの一つと考え

られる。 
Participatory Visual Methods（PVMs） 
臨床場面や、論文・研究成果発表、プレスリリースで用

いることが期待される MI に加えて、より質的な手法と

しても医学・医療分において野視覚情報が活用されてい

る。その一つが、エスのグラフィーの一手法と考えられ

ている、Participatory Visual Methods（以下 PVMs）である。

とりわけ公衆衛生学分野において用いられることが多く、

参加型視覚調査、すなわち、参加者が自らビジュアルツ

ールの作成に関わり、潜在意識を探る手法のことを指す
5) 。表象が難しい概念等に対し、言葉だけでなくビジュ

アル化を通して、知識の生産に貢献し、社会的主体へと

概念化するパラダイムシフトとして用いられている 6) 。  
エスのグラフィーの手法として、ビジュアルを用いるこ

とについて議論が生じているのも事実であるが 6) 、ここ

数年において Public healthに特化した PVMsの書籍 7) や、

手法に関する書籍等 8), 9) が刊行されるなど、医療社会学

的分野における課題解決手法として注目されている。 
Graphical Abstracts（GAs） 
先の 2 つのツール、MI が医学・医療分野の様々なコミ

ュニケーションのフェーズに活用され、PVMs が公衆衛

生等の医療社会学よりの被験者の潜在意識を探るための

ツールとして活用される中、研究に従事する研究者同士

で用いられる視覚情報も存在する。それが、論文・学会

投稿時に 投稿者が作成を求めら れる、 Graphical 
Abstracts(GAs)である。  

GAs とは、1 枚の画像で構成読者が論文等の概要を素早

く把握し、研究の目的や結果などの重要な情報を、閲覧

者が素早く確認できるよう設計された視覚情報 10)★

（Cell Press Graphical Abstract Guidelines）の総称である。

医学をはじめ、科学分野の急速な発展及び細分化に伴い、

日々膨大な数の論文が投稿され出版され、研究者はオン

ライン上の膨大な文献の中から必要な論文へ的確にアク

セスすることが求められる。論文にアクセスし、素早く

どの様な内容が記載されているのかを素早く取得するこ

とは、研究そのもののサイクルの円滑化にも貢献しうる

ことが想定される。GAs は投稿者に、文章だけでなく視

覚情報として論文の要旨を記述させることで、読者にオ

ンラインでの閲覧を容易にし 素早く論文のテーマを特

定すること、加えて論文に注目してもらい、 読者を増や

すことを目的として、主に医学及び科学分野にて使用が

推奨されている 10) 。 
 
2. GAs の変遷 
Gas の歴史は 1970 年代にまで遡る。主に、化学分野の雑

誌を中心に、1970 年代後半から、Chemical Biology や

Nature Chemistry といった雑誌にて、GAs の作成を論文

投稿時に作者に求めることが見受けられるようになった
11) 。ドイツの応用科学系雑誌の“Angewandte Chemie”に

掲載されたものが最初の GAs とされており、特に有機化

学や無機化学分野等、分子、化合物の構造を視覚情報と

して提示する必要がある分野に GAs の使用が活発に見

られた 12) 。その後、2010 年に発行された Cell の創刊

号の論説、研究論文のオンライン表示方法の変化を提示

した「Article of the Future」13) では、GAs の導入推奨が言

及されており 12) 、その後、医学・医療分野では 2018 年

以降に導入が活発化 11), 13) し、現在医学・科学分野の多

くの雑誌で GAs の活用が行われている。  
近年では、GAs がどれだけ読者に影響を与えたのかを

検証した論文も存在し、Twitter を用いた論文情報の拡散

を試みた場合、論文タイトルに加え GAs をツイートする

と、 Twitter のインプレッション数が 7.7 倍に GAs をツ

イートすることで 論文の訪問回数が 平均 65.5 回から

175.4 回に増加 15) したなどの調査も存在する。 
 GAs の種類 
医学・科学分野の雑誌において活用が活発化している

GAs であるが、分野によっても使用する GAs のスタイル

が異なる。ここでは、現在分類として挙げられている、

4 スタイルについていかにその違いと詳細について簡潔

に言及する。  
Diagram Style：最も古いスタイルの GAs の種類。ダイ

アグラムを用いたスタイルは主に化学の分野で利用され
11) 、視覚情報に加えて、高度な専門用語や略語を用いて

構成されることが多い。 
Infographic Style： 2015 年初頭～2016 年に人気を博し

たスタイルであり 16)、Elsevier17) の学術雑誌に登場し、

ニュースメディアでの使用も見られ 18)★（GAs wiki16） 、
より視覚的に訴えるような視覚情報がしばしば用いられ、

論文執筆者が作成するよりも、高度なビジュアル技術を

用いて作られることが多く、読者は研究者のみならず、
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市民等、幅広い層が想定される場合に用いられることが

多い。 
Visual Abstract Style： Visual Abstract Style は、2016 年 6

月に Annals of Surgery の Creative Editor によって初めて

導入された GAs の１スタイルである 14) ★（GAs wiki7）。
主に医学分野で用いられるスタイルで 19) ★（GAs wiki9）、
タイトルを含み、の重要な知見をテキスト及びビジュア

ル、データ等を提示し 1 枚の画像で構成するスタイルと

して認識されている 11) 。  
Comic Style：いわゆる漫画的な手法を取り入れた GAs

のスタイルであり、親しみやすく、多くの読者を取り込

むことを目的とする場合に使用されるスタイルである。 
医学分野における Visual Abstract Style（VAS）について 
4 つのスタイルの中でも医学・医療分野で用いられる主

な手法は、Visual Abstract Style（以下 VAS）である。実際

にどの様な VAS を作成すれば良いのかという事例は、個

別の研究ごとに異なるので、確実な視点を言及するのは

難しいが、Elsevier では GAs のガイドラインのページに

おいて、手本となる例を掲載しており 20) 、論文に掲載さ

れている図表をそのまま使用するのではなく、論文のた

めに 特別に作成された GA がベストとされており 12) 、
デザインをシンプルに保ち、十分な余白を設けることで、

主要なメッセージが伝わりやすくする工夫などが求めら

れる 20) 。 
 

3. 課題点：誰が GAs を作成するのか 
GAs の作成者は、論文を執筆する執筆者本人であるこ

とが想定される。論文の内容を熟知していなければ、視

覚情報にそれらを落とし込むことができないと考えられ

るからだ。しかし、医学分野で用いられている VAS を用

いて GAs を作成しようとなった場合、出版社によって規

定は異なるものの、“タイトルを含み、の重要な知見をテ

キスト及びビジュアル、データ等を提示し 1 枚の画像で

構成する”といった最低限の要件のみで、全ての研究者

が社会的波及効果の期待できる視 GAs を作成できるの

か、という点には疑問が残る。多くの研究者が GAs を作

成するための視覚情報作成のための基礎訓練を受けてい

るとは考えられず、今後さらに GAs を求める雑誌が今後

医学分野に波及していく可能性も考えられるため、現時

点で GAs を作成したことがない研究者にとっても、突如

として作成を求められることも想定されうる。そのため、

GAs の作成が論文作成の足枷となることも最悪考えうる

のである。さらに情報を受け取る読者側も、作成された

GAs を正しく受け取るための読解訓練が必要となる可能

性も考えられ、GAs の広がりは、研究者に視覚情報を的

確に作成するだけでなく、正しく読み取るための読解力

も同時に求める構造を生むことも想定されるのだ。 
 これら GAs がもたらす視覚情報作成・読解の課題をい

かにして解決していくべきなのか、本説では、視覚情報

を適切に活用することで視覚情報の適切な生産循環に貢

献するための能力、Visual Literacy（以下 VL）がこれらの

課題を解決しうる一手段と捉え、いかに VL の概要及び

その可能性について記述していく。 
 

4. 考察：GAs の円滑な活用に向けた解決先：Visual 
Literacy（VL）とは？ 
 米国図書館協会（American Library Association）の一部会

である、大学・研究図書館協会（Association of College and 
Research Libraries: 以下ＡＣＲＬ）が、2011 年に提起した

高等教育分野における定義によると、VL とは“個人が効

果的に画像や視覚メディアを見つけ、解釈し、評価し、

使用し、作成することを可能にする一連の能力”として

示される。 
VL がリテラシーの一つとして言及された最も古い例は、

1939 年に遡る。ロバート・デイビス（Robert Tyler Davis）
が『The Art Museum and the Secondary School』という書籍

内にて、アメリカの美術教育分野における視覚リテラシ

ーの重要性という文脈で、VL を定義し使用している報

告が存在し 21) 、当初は美術分野特有のリテラシーとして

扱われていた。その後、1969 年、Audiovisual Instruction と

いう学術雑誌に投稿した学術論文 22) にＶＬについて記

載したこと 23) で、各分野において VL という概念が広が

り、それぞれの分野で独自の解釈が行われ VL の定義そ

のもの自体が曖昧な状態となっていた。 
上記の様な状況を打破すべく、また、テクノロジーの普

及により、視覚情報が多くの人々の生活に欠かせない手

段となっていったことから、ACRL では、2011 年に VL
を 7 つのキーコンピテンシーと、それに付随するパフォ

ーマンス指標、そして期待される学習成果を全 100 項目

近く設け提示した。VL の 7 つのキーコンピテンシー21)

（HP）は以下の通りである。 
① VL を有する学生は必要とされるビジュアル資料の

性質と範囲を決定する  
② VL を有する学生は必要なビジュアル情報を効果的

かつ効率的に見つけ利用する  
③ VL を有する学生はビジュアル情報の意味を解釈し

分析する  
④ VL を有する学生はビジュアルとその情報源を評価

する  
⑤ VL を有する学生はビジュアルを効果的に使用する  
⑥ VL を有する学生は意味のあるビジュアルやビジュ

アルメディアをデザインし作成する  
⑦ VL を有する学生はビジュアルやビジュアルのメデ

ィアの作成と使用を取り巻く倫理的・法的・社会的・

経済的な多くの課題を理解し、倫理的に視覚資料に

アクセスして使用する 
VL と GAs 

 ACRLは高等教育でのVLの普及を促進しているため、

主語は“学生”となっているが、これらの点は視覚情報

を情報伝達手段として扱う全ての人々に当てはまる能

力であると捉えることができる。とりわけ、視覚情報を

自ら作成し発信していく人々、GAs を作成する研究者

等にとっては、これら 7 つのキーコンピテンシーの全て

が必要な視点として上がってくると考えられよう。とり
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わけ、⑤-⑦では、視覚情報を実際にデザイン、作成し、

作成において倫理的・法的な課題等が生じていないかを

自身で確認する力が求められており、特に⑦の視覚情報

の倫理的・法的な使用については、他者の画像の“盗用”、

“著作権侵害”となるようなことが生じれば、作成に従

事した研究者は研究不正を行ったと捉えられてもおか

しくない。文献そのもの自体の“盗用”や“剽窃”はも

ちろん著作権侵害にあたることは、研究者でなくとも今

や多くの人々が知る周知の事実であるが、視覚情報につ

いては同様の視点が広がっているとは言い難い。インタ

ーネット上で検索キーワードを入れれば、関連する画像

が複数表示され簡単にコピーができる世界が、テクノロ

ジーの普及により爆発的に広がったことから、視覚情報

の適切な活用に関する必要な手順の啓発は十分とは言

い難い。故に、ACRL をはじめとした図書館組織が、情

報と情報資源の組織化、そして人と情報を繋ぐためのコ

ミュニケーションの場の構築を視覚情報にも応用すべ

く、VL の定義を明瞭化したという背景が指摘できるの

である。 
 また、キーコンピテンシーの①-④は、⑤-⑦のキーコン

ピテンシーを達成するためには必要な視点であり、かつ

視覚情報の読者側の能力としても求められる点である

のではないかと推測される。そのため、視覚情報発信者

だけが VL の能力を強化すればよいわけではなく、情報

を受け取る読者側も同様に、VL の能力を有しているこ

とが求められるのである。 
 このVLを有した研究者が増えたと仮定をすれば、GAs
を作成する際、適切な VAS を選択し、的確に GAs を構

築できることが見込まれるだけではなく、情報を必要と

する医師・研究者への訴求力が高まることも期待される。

加えて、情報の読者である人々も VL を向上させること

で、迅速に視覚情報を把握し情報取得が行える点を考え

れば、VL の向上そのものが、GAs を通したコミュニケ

ーションの円滑・活発化に貢献しうるのではと仮定され

るのである。 
 VL を促進するための学術的背景 
しかしながら、実際に視覚情報がいかに情報伝達に重

要とされるのかについて明らかにならなければ、VL そ

のものを推進することも難しい。ここでは、VL 促進を

進めるために指摘されている認知心理学分野の 2 つの

学習促進理論について紹介したい。 
1) Pavio (1971)の 二重符号化（Dual-coding system） 
 言語処理システムだけではなく、同時に非言語処理シ

ステムの 2 つの処理システムが働くことが記憶の持続

に繋がるという考え方 25)-27) である。この考え方に準拠

すれば、学習や教育を行う場面では、テキストだけでは

なく、それに付随したイラストを使用することで学習効

率の向上が期待でき、視覚情報を解釈し理解すること、

すなわち VL そのものが学習時の鍵となるため、VL 向

上が、二重符号化の作用をより円滑に生じさせるために

も重要な視点であることが指摘されるのである。 
２）Swelle (1988)の  認知負荷理論（Cognitive Load 

theory: CLT） 
新たな学習を行う際には、それに応じて認知の負荷が

かかり、認知負荷の総量は以下の３種の認知負荷の合計
28) で表すことができると示す理論である。 
 
ⅰ) Intrinsic cognitive load（トピック固有の難易度） 
ⅱ)Extraneous cognitive load（学習とは無関係な認知負荷） 
ⅲ）Germane cognitive load（学習時の適切な認知負荷）  
 
文章の冗長性を軽減し、認知負荷を定価させる 特に学

習を行う際には、学習とは無関係な認知負荷であるⅱ）

の負荷をいかに減らしていくかが求められている。その

負荷を減らすために、視覚情報をうまく使用することが

鍵になると指摘 29)-33) されているのである。 
 
上記の 2 点の理論を拝借すれば、やはり視覚情報を用

いることは、その情報そのものを素早く相手に伝達し学

習してもらうことが可能であると考えられる。そして、

その視覚情報を適切に操り、受け取るためにも VL とい

う視点が重要となってくるのではと考えられるのであ

る。 
 
5. 結語：医学・医療分野における VL の今後の展望 
VL という概念が医学・医療分野にも普及されはじめ

た GAs 制作において大いに役立つ可能性があることは

指摘できたが、実際にどのように VL を能力として教育

していくのかが、今後の課題となるだろう。VL の定義

を制定した ACRL は、7 つのキーコンピテンシーを獲得

するための、パフォーマンス指標と学習成果項目を設け

ている。既に他の分野では、それ等を用いて探索的な研

究が行われるなど 34), 35) 、教育方法に関する模索も始ま

っている。今後それ等が科学的に確立していくことによ

り、医学・医療分野においても VL とのさらなる向き合

い方が、GAs 以外の点でも見つかることを期待したい。 
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